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平成２８年 ５月 ９日

九 州 地 方 整 備 局

「城原川ダム事業の関係地方公共団体からなる
検討の場（第４回）」の開催について

「城原川ダム事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第４回）」を
下記の通り開催致しますので、お知らせします。

記

○日 時： 平成２８年５月１１日（水） １０：００ ～ １２：００

○場 所： 佐賀県教育会館 大会議室

（ 住所 佐賀市高木瀬町東高木２２７番地１）

○議 事：

・学識経験を有する者からのご意見と検討主体の考え方

・関係住民からのご意見と検討主体の考え方

・城原川ダム事業の検証に係る検討報告書（原案）案について

○傍 聴： 会議は傍聴できます。定員等は次のとおりです。

定員：３０名程度（希望者が定員を超えた場合は抽選）

受付：９：１５ ～ ９：４５

※公共交通機関等のご利用をお願い致します。

問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局 河川部 河川計画課

課 長 坂井 佑介 （内線3611）
さか い ゆうすけ

建設専門官 太田 信也 （内線3617）
お お た し ん や

代表：092-471-6331



 

 

「城原川ダム事業の関係地方公共団体からなる検討の場」 規約 

 

（名称） 

第１条  本会は、「城原川ダム事業の関係地方公共団体からなる検討の場」（以下「検

討の場」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条  検討の場は、検証主体（国土交通省九州地方整備局）による城原川ダム事業

の検証に係る検討を進めるにあたり、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評

価実施要領細目」に基づき、検討主体と関係地方公共団体において相互の立場

を理解しつつ、検討内容の認識を深め検討を進めることを目的とする。 

 

（検討の場） 

第３条  検討の場は、別紙－１で構成される。 

  ２  必要に応じ、検討の場の構成は変更することができる。 

  ３  検討主体は、検討の場を招集し議題の提案をするとともに、検討主体の行う

検討内容の説明を行う。 

  ４  検討の場の構成員は、検討の場において検討主体が示した内容に対する見解

を述べる。 

 

（情報公開） 

第４条  検討の場は、原則として公開する。 

  ２  検討の場に提出した資料等については、会議終了後に公開するものとする。 

     ただし、希少野生動植物種の生息場所等を示す資料など、公開することが適

切でない資料等については、検討の場の構成員の過半数以上の了解を得て非公

開とすることができる。 

 

（事務局） 

第５条  検討の場の事務局は、国土交通省九州地方整備局に置く。 

  ２  事務局は、検討の場の運営に関して必要な事務を処理する。 

 

（規約の改正） 

第６条  この規約を改正する必要があると認められるときは、検討の場で協議する。 

 

（その他） 

第７条  この規約に定めるもののほか、検討の場の運営に関し必要な事項は、検討の

場で協議する。 

 

（附則） 

     この規約は、平成２２年１２月２１日から施行する。 



 

 

別紙－１ 

 

「城原川ダム事業の関係地方公共団体からなる検討の場」の構成 

 

 

【構成員】 

 

          佐賀県知事 

   

          佐賀市長 

 

          神埼市長 

 

【検討主体】 

        

          九州地方整備局長 

 

 

 

（注）構成員および検討主体については、代理出席を認めるものとする。 

 

 

 



                                   

 

 

 

 

 

「城原川ダム事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第４回）」を開催します。 

会議は公開で行いますが、会議の進行を円滑に行うため、取材にあたっては、下記事項 

についてご協力いただきますようお願いします。 

記 

1. 受付名簿に所属名、氏名を記載のうえ、係員の指示に従って入場してください。取材に

際しては、腕章等の着用をお願いします。 

・ 受付時間：平成２８年５月１１日（水）９：１５～９：４５ 

・ 受付場所：佐賀県教育会館 大会議室前 

2. 会場内では、「報道関係者席」と表示された席にご着席ください。 

3. 会議中のカメラ撮影は、当日指定する範囲内で行ってください。 

4. 会場の都合により、会場内で電源をとることはできません。パソコン等を使用される場

合は、バッテリー等をご持参願います。 

5. 休憩時間を含め会議中、会議出席者へ直接取材することはご遠慮ください。 

6. その他、取材にあたっては、係員の指示に従ってください。 

報 道 機 関 の 皆 様 へ 

取材にあたってのお願い 



 

 

 

 

傍聴を希望される皆様へ 

傍聴にあたってのお願い 

 

１ 傍聴の手続き 

①  「城原川ダム事業の関係地方公共団体からなる検討の場（第

４回）」（以下「会議」）の傍聴を希望される方は、９時１

５分から９時４５分までに受付を行ってください。 

    ・受付場所：佐賀県教育会館 大会議室前  

 

②  希望者が定員を超えた場合には、抽選を実施しますので、 

９時４５分までに受付前に必ずお集まりください。 

 ③  会場への入場等については、係員の指示に従ってください。 

 ④ 会場内では「傍聴者席」と表示された席にご着席ください。 

 

２ 傍聴に関する留意事項 

  傍聴される方は、会議を傍聴するにあたり、次の事項を守っ

てください。 

 ① 会議中は、静粛に傍聴してください。 

   発言、プラカード、拍手その他の方法により、自らの意見

等を表明することはできません。 

  ② 会場内で飲食はご遠慮ください。 

 ③ 会場内での写真の撮影、録画、録音等はできません。 

  ④ その他会場の秩序を乱したり、議事を妨害したりする行為

はできません。 

 

３ その他 

 ① 傍聴される方は、前述の留意事項のほか、進行担当及び係

員の指示に従ってください。 

 ② 以上のことをお守りいただけない場合は、退場をお願いす

ることがあります。 
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●佐賀駅バスセンターから教育会館まで
　２番のりば　【32】二俣・金立公民館線行きのバ
ス に お 乗 り い た だ き 、 「 警 察 署 前 」 で 下 車 し て く だ
さい。警察署前のバス停から徒歩約１分。

市営バスをご利用される場合
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